
平成２３年度 第２次補正予算（案）の概要 

 

【内閣官房】 

○ 東京電力に関する経営・財務調査委員会経費       １０．２億円 

 

 

 

 

 

○ 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会経費 

２．５億円 
 

 

 

 

 

 

○ 「日本ブランド」復活のための対外発信力強化経費    １３．０億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 東日本大震災復興対策本部に必要な経費          ５．２億円 

 

 

原子力損害賠償支援機構法に基づき行われる東京電力の資産に対する評価及び経営内

容の徹底した見直し等を行うため、機構設置までの間に内閣官房において行う東京電力の

経営・財務調査等に必要な経費 

東京電力福島原子力発電所における事故・被害の原因を究明するため、調査・検証を中

立的な立場から多角的に行い、事故による被害の拡大防止及び同種事故の再発防止等に

関する政策提言を行う、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」の運

営に必要な経費 

１ 東京電力福島原子力発電所事故により発生している風評被害（鉱工業品・農水産品の輸

出制限、入国者数・留学生の減少、投資リスク等）から生じる将来的な損害を減少させるた

めに、総理・官房長官等に直結する首相官邸から、海外に対し情報を迅速・正確・効果的

に発信するために必要な経費 

（２．３億円）

２ 東日本大震災により損なわれた日本の食、観光、製品等への信頼性回復のため、クール

ジャパンによる日本ブランドの復興キャンペーンを実施するために必要な経費 

（１０．７億円）

東日本大震災復興基本法に基づき、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と

活力ある日本の再生を図るために設置された東日本大震災復興対策本部の運営に必要な

経費 



【内閣府本府】 

○被災者生活再建支援金補助金                ３，０００億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子ども等に対する放射線影響の緊急防止策について     １８０億円 

 

 

 

 

 

 

○除染ガイドライン作成等事業                    ２．０億円 

 

 

 

 

 

 

合 計   ３，２１２．７億円 

 

被災者生活再建支援制度は、全国の都道府県が相互扶助の観点から基金へ拠出し、住

宅が全壊した場合等に１世帯当たり５０万円～１００万円の基礎支援金、更に再建を行う場合

に、１世帯当たり５０万円～２００万円の加算支援金が支給される制度。 

※ 単身世帯への支給額は、それぞれ 3/4 の額。 

 

今般の東日本大震災に限った特例措置として、既に支給した支援金を含め補助率（現行

50％）を 80％へ引き上げ。地方負担(20%)のための基金積増し分についても 2 次補正予算に

おいて増額される特別交付税により全額手当て 

 

被災世帯数を十分見込む（２０万世帯）とともに、加算支援金を含めた支援金全体の支給に

必要な規模を措置 

福島県からの要望を踏まえ、原子力災害から子どもをはじめ住民の健康を確保するために

必要な事業を中長期的に実施するための基金を県に創設。 

上記基金により、学校・公園等の公共施設や通学路等の線量低減事業、学校施設等にお

ける空調設備等の設置支援等を行うための経費 

学校、公園、通学路や公民館等の公共施設等における福島県の除染活動等の効果を基

に、効率的・効果的な手法を分析した上、ガイドラインの作成や結果の分析を行うための経費 


